
2021年11月に英国グラスゴーで国連気候変動枠組
条約第26回締約国会議（COP26）が開催され、合意
文書において2100年の世界平均気温の上昇を産業革
命前に比べて1.5度以内に抑える努力を追求すること
が盛り込まれました。
また、同合意において、石炭火力発電の段階的削減、
各国の2030年までの排出目標の再検討・強化および
パリ協定6条（市場メカニズム）に関する基本的な基
準について合意に達するなど、気候変動に対する取り
組みの機運は世界的によりいっそう高まっています。
世界最大のCO2排出国である中国についても、米国
と共にグラスゴー共同宣言を発表し、作業部会を設置
してパリ協定の枠組みで気候変動対策を強化すること
で合意するなど、低炭素に向けた取り組みを加速して
おり、今後より多くの現地企業の経営に影響が及ぶこ
とが予想されます。
そこで、本稿では、中国におけるカーボンニュート
ラルの動向について紹介します。
なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見である
ことをあらかじめ申し添えます。

1. 3060目標
2020年9月に、中国政府は2030年までに炭素排出
量をピークアウトし、2060年までに実質排出量をゼ

ロにするカーボンニュートラル実現に向けて努力する
という目標（「3060目標」）を公表し、その後、関連
するガイドライン・通達を相次いで発表しています。
この目標は次の観点で達成が容易ではないですが、最
大排出国としての責務を果たすという姿勢がうかがえ
ます。

（1）膨大な量の削減
Global Carbon Projectの公表データによると、

2020年における中国の炭素排出量は約106億トンに
達し、世界全体の約31％を占めています。2060年
までのカーボンニュートラル達成のためには、膨大な
量の削減が必要です。

（2）厳しいタイムライン
＜図1＞の通り、英国とドイツは1970年代、米国

は2007年、日本は2013年をピークにCO2排出量が
減少に転じています。日本や欧米先進国の多くは、
2050年におけるカーボンニュートラル達成を掲げて
おり、ピークアウトしてからおおむね40年以上の時間
がある一方で、中国は、ピークアウトしてから30年で
カーボンニュートラルを達成するとしており、先進国
と比べて非常に厳しいタイムラインであるといえます。

（3）経済成長との両立
先進国とは異なり、中国では現在も急速に工業化お
よび都市化が進んでいます。また、中国のエネルギー
構造として石炭の割合が高く、中国国内の多くの地方
経済は、雇用の促進と経済成長という点で石炭に大き
く依存しています。カーボンニュートラルを実現する
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ため、石炭などの化石燃料の消費量をコントロールし、
徐々に減少させ、現在20％以下である非化石燃料比
率を2060年には80％以上に高めるエネルギー構造の
転換を掲げていますが、経済成長との両立が課題とな
ります。

2. 炭素排出権取引制度
3060目標の達成に向けては、CCUS（Carbon 

Capture, Utilization, and Storage）などのテクノ
ロジーの開発やコストコントロールと並んで、関連政
策と市場メカニズムが重要であり、その中でも炭素排
出権取引制度が注目されています。中国では、2013

年以降、北京、上海、天津、重慶、湖北、広東、深セン、
福建、四川の9地方をパイロット地域として炭素排出
権取引が行われ、2021年7月からは全国炭素排出権
取引市場（「ETS」）が正式に運用されています。全国

ETS取引参加企業について、中国の排出量の大部分を
占める八つの重点排出業界のうち、現在は火力発電な
どの電力業界に限定されていますが、今後石油化学、
化学、建材、鉄鋼、非鉄金属、製紙、航空関連事業者
が順次参加することが見込まれています。全国ETSの
第1弾の対象企業の排出量は、中国の排出量の約4割
に相当するおよそ45億トンといわれており、EU-ETS

（European Union’s Emissions Trading System）
の排出枠（約15億トン）を超えて世界最大規模と言
えます。
しかし、＜図2＞の通り、2021年の欧州連合（EU）

の取引量が122億トンであったのに対し、パイロッ
ト地域を含む中国の取引量は4億トンであり、実際の
取引規模はまだ大きくありません。また、Refintivの
「CARBON MARKET YEAR IN REVIEW 2021」に
よれば、取引価格について、EU-ETSでは、2021年に

▶図1　主要排出国のCO2排出量推移

▶図2　世界の炭素市場取引量

出典：Global Carbon Project
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出典：Refinitiv 公表データより作成
＊EUA：European Union Allowanceの略でEU ETSにおける排出枠を指す。
＊WCI：Western Climate Initiativeの略でアメリカおよびカナダの複数の州が参加している。
＊RGGI：Regional Greenhouse Gas Initiativeの略でアメリカ東部の複数の州が参加している。
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2倍以上高騰し、12月末の価格が約80ユーロ／トン
だったのに対し、中国ETSの12月末の価格は約7.5

ユーロ／トンであり、安価で取引されています。結果
として、2021年の取引金額では、EUの6825億ユー
ロに対し、中国は12億ユーロで大きな開きがあるとい
うのが現状です。
中国ETSは、スタートしたばかりで制約も多く、必
ずしも市場メカニズムが十分に機能していない状況で
すが、将来的に参加企業の増加や先物取引の導入など
による活性化が見込まれており、3060目標の達成に
重要な機能を果たすことが期待されています。

企業によるカーボンニュートラルに向けた取り組み
が進む中で、ESG（Environment・Social・Governance）
に配慮した企業に対して投資を行うESG投資が世界的
に進んでいます。この点、中国では、国有上場企業に
CSR（Corporate Social Responsibility）レポート
の開示が義務付けられており、情報開示において、こ
れまで特に社会的責任（S）が重視されてきました。
そのため、気候関連情報の開示は十分でない場合が多
く、欧米や日本などの先進国の企業と比べてESG格付
機関などによる評価が低い傾向にあります。
しかし、香港取引所に上場する関連業界の中国企業
は、2025年までにTCFD（Task Force on Climate-

related Financial Disclosures）の提言に基づく情報
開示が必要となります。さらに、＜図3＞の通り、現
在90近くの国内機関投資家がESG情報を考慮した投
資行動を求める国連責任投資原則（PRI）に署名する

▶図3　PRI国別署名機関数
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出典：PRI 公表データより作成
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など、中国においてもESG投資への流れが加速してい
ます。
そのため、今後は中国企業についても、気候関連情
報を含む非財務情報の開示がよりいっそう求められる
ようになると考えられます。

中国の多くの日系企業においては、日本本社のグ
ローバル方針に従い、カーボンニュートラルへ向けた
取り組みや関連する開示に必要な情報収集が徐々に進
みつつありますが、業種によって状況はさまざまです。
例えば、自動車業界では、欧米系の完成車メーカーか
らの要求を受けて喫緊の対応が必要なケースが出てき
ています。
また、3060目標達成に向けて、今後さまざまな細
則が公表されることが見込まれますが、中国において
は、規定の公表から適用までの期間が短く、地域や業
種によって要求事項が異なる事も予想されます。
そのため、当局から公表される関連情報に留意する
とともに、あらかじめ自社の現状分析を行い、中長期
的な観点で対応方針を策定しておくなどの準備を進め
ておくことが望ましいと考えられます。

Ⅲ　中国における気候関連情報の開示
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